
  ○大府市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、離職若しくは自営業の廃業（以下「離職等」という。）又は給与等を

得る機会が当該個人の責に帰すべき理由及び当該個人の都合によらないで減少し、離職

等には至っていないが同等程度の状況（以下「離職等と同等程度」という。）により経

済的に困窮し、住宅を喪失した者（以下「住宅喪失者」という。）又は住宅を喪失する

おそれのある者（以下「住宅喪失のおそれのある者」という。）に対し、住宅及び就労

機会の確保に向けた支援を行うために実施する生活困窮者自立支援法（平成２５年法律

第１０５号。以下「法」という。）第３条第３項に規定する生活困窮者住居確保給付金

（以下「住居確保給付金」という。）を支給する事業（以下「事業」という。）について、

生活困窮者自立支援法施行令（平成２７年政令第４０号）及び生活困窮者自立支援法施

行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

⑴ 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する

者をいう。 

⑵ 常用就職 期間の定めがない労働契約又は６か月以上の労働契約による就職をい

う。 

⑶ 収入基準額 大府市税条例（昭和４５年大府市条例第４６号）に規定する市民税の

均等割額が非課税となる所得の最高額を、収入額に換算し、１２で除して得られた額

をいう。 

⑷ 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第

１５８号）別表第３の２の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助（家賃・

間代等）の基準額又は特別基準額に準じた額とする。 

⑸ 家賃額 住居確保給付金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）が

賃借する住宅の１月当たりの家賃額（初期費用、共益費、管理費等の費用を除く。）

をいう。ただし、前号の住宅扶助基準に基づく額を上限とする。 

⑹ 国の雇用施策による給付等 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に

関する法律（平成２３年法律第４７号。以下「求職者支援法」という。）第７条に規

定する職業訓練受講給付金（以下「職業訓練受講給付金」という。）等をいう。 

⑺ 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても、直ちに就労に結びつきに

くい者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役

立つ基礎能力や基礎技能の習得支援等をいう。 

⑻ 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。 

（事業の内容） 

第３条 事業の内容は、支給対象者の申請に基づく、支給期間内における住居確保給付金



の支給及び大府市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱に基づき設置する就労支援員

（以下「支援員」という。）による就労支援等とする。 

 （実施主体） 

第４条 事業実施主体は、大府市とする。 

（支給対象者） 

第５条 支給対象者は、住居確保給付金の支給申請の時に、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

⑴ 次に掲げるいずれかの事由に該当すること。 

ア 離職等の日から２年以内であること。ただし、申請日以後に離職等する場合であ

っても、第５号ただし書の規定により、離職等を理由として支給対象者となった場

合は、申請時において離職等をしたものとみなす。 

イ 申請日の属する月において離職等と同等程度の状況にあること。 

⑵ 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める者であること。 

ア 前号アに該当する場合 離職等の前に、主たる生計維持者であった者。ただし、

離職等の前には主たる生計維持者でなかった者であっても、その後離婚等により申

請時において家計の主宰者（世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。）とな

っている場合は、離職等の前に主たる生計維持者であったものとみなす。 

イ 前号イに該当する場合 申請日の属する月において、主たる生計維持者である者。 

⑶ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所又は無料職業紹介事業を行う

特定地方公共団体若しくは地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業

紹介事業者（以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。）へ

の求職申込みを行う者又は現に行っている者 

⑷ 住宅喪失者又は住宅喪失のおそれのある者。この場合において、住居確保給付金の

支給を申請する者（以下「申請者」という。）及び申請者と生計を一とする同居の親

族のいずれもが、居住可能な住宅を所有していないこと。 

⑸ 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入

の合計額が、収入基準額に家賃額（当該家賃額が住宅扶助基準に基づく額を超える場

合は当該額）を合算した額以下であること（以下「収入要件」という。）。ただし、申

請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離職等、雇用保険

の失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により、申請日

の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が

当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。 

 なお、収入基準額に係る留意事項は、次のとおりとする。 

ア 申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、

毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近３か月間の収入額

の平均に基づいて、それぞれ適正に算定する。 

イ 雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等の公的給付につい

ては収入として算定する。 

ウ 借入金については収入として算定しない。 

⑹ 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産（金



融機関に対する預貯金及び現金をいう。）の合計額が、収入基準額に６を乗じた金額

（当該額が１００万円を超える場合は１００万円）以下であること（以下「資産要件」

という。）。 

⑺ 国の雇用施策による給付等又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居確

保を目的とした類似の給付又は貸付を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親

族が受けていない者。ただし、当該給付又は貸付が終了した後、なお支援が必要な場

合においては、この限りでない。 

⑻ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）でない者 

２ 支給対象者は、住居確保給付金の支給期間中、常用就職に向け、次に掲げる就職活動

を行うものとする。 

⑴ 毎月４回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

⑵ 毎月２回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓

口で職業相談を受けること。 

⑶ 原則として週１回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。 

３ 支給対象者は、前項に加え、原則として生活保護受給者等就労自立促進事業（生活保

護受給者等就労自立促進事業の実施について（平成２５年３月２９日付け厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知）に定める事業をいう。）による支援を利

用するものとする。ただし、市長が、支給対象者の離職等の理由、離職等の期間、資格

の有無等を総合的に勘案し、自らの就職活動で就職が可能と判断できる場合は、対象外

とする。なお、当該各号の支援の利用は、住居確保給付金の期間延長の最初の支払まで

に開始するものとする。 

（支給額） 

第６条 市長は、住居確保給付金を月ごとに支給し、その金額は、家賃額（当該家賃額が

住宅扶助基準に基づく額を超える場合は当該額）を支給するものとする。ただし、申請

日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合計し

た額（以下「世帯収入額」という。）が収入基準額を超える場合には、収入基準額と家

賃額を合計した額から月の世帯収入額を減じて得た額（住宅扶助基準に基づく額を超え

る場合は当該額）とする。 

２ 前項ただし書の規定により算定した額に１００円未満の端数が生じたときは、その端

数金額を切り上げて計算する。また、支給額が１００円未満であるときは、１００円を

支給額とする。 

３ 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は、住宅扶助基準に基づく額以下

の家賃の住宅に限り認めるものとする。 

（支給期間） 

第７条 住居確保給付金の支給期間は、３か月間を限度とする。ただし、支給期間中にお

いて住居確保給付金を受給する者（以下「受給者」という。）が第５条の各号のいずれ

にも該当し、引き続き住居確保給付金を支給することが受給者の就職の促進に必要であ

ると認められるときは、支給終了後３か月ごとに９か月までの範囲内で支給期間を延長



することができる。 

（支給方法） 

第８条 住居確保給付金の支給は、大府市から住宅の貸主又は住宅の貸主から委託を受け

た事業者の口座へ月ごとに振り込むものとする。ただし、受給者を経ずに住宅の貸主又

は住宅の貸主から委託を受けた事業者に支払われることが確実な場合は、この限りでな

い。 

（関係機関との連携等） 

第９条 市長は、事業を円滑に実施するために、公共職業安定所、社会福祉協議会等の関

係機関との連携を緊密に行うものとする。 

２ 市長は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支

援に努めることとする。 

 （面接相談） 

第１０条 支援員は、住居確保給付金の支給を希望する者（以下「支給希望者」という。）

に対し、事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策、社会福祉協議会による貸

付事業等の関係事業の概要を説明するものとする。 

２ 支援員は、支給希望者に対し、必要に応じて雇用施策の詳細等について公共職業安定

所等での相談について助言するものとする。 

３ 支援員は、支給希望者に対し、支給対象者の要件、支給手続の流れ等を説明するもの

とする。 

（住宅喪失者の支給手続等） 

第１１条 住宅喪失者の場合における住居確保給付金の支給手続は、次に掲げるとおりと

する。 

 ⑴ 支給申請の受付 

ア 申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書（第１号様式。以下「申請書」

という。）に、次に掲げる証拠書類等を添えて、市長に提出しなければならない。 

(ア) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民

票又は戸籍謄本（抄本）のうちいずれかの写し 

(イ) ２年以内に離職等をしたことが確認できる書類の写し 

(ウ) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入

が確認できる書類の写し 

(エ) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し 

イ 市長は、申請者に対して、生活困窮者住居確保給付金申請時確認書（第２号様式）

の内容について説明し、申請者はこれに誓約及び同意した場合には、記名しなければ

ならない。 

ウ 市長は、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者からの申

請を除き、申請を受け付けるものとする。ただし、証拠書類等が整っていない場合

には、申請者に必要書類の追加提出を指示するものとする。 

  エ 市長は、申請者から提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交

付するとともに、次に掲げる書類を配布する。 

（ア） 入居予定住宅に関する状況通知書（第１号様式の２） 



（イ） 職業相談確認票（第３号様式） 

（ウ） 求職申込み・雇用施策利用状況確認票（第４号様式） 

（エ） 生活困窮者住居確保給付金 常用就職活動状況報告書（第５号様式） 

 ⑵ 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による貸付等利用状況の確認 

  ア 市長は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、求職申込

みを行うよう指示するものとする。 

イ 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し及び確認票を市長

に提出しなければならない。 

⑶ 入居住宅の確保 

ア 申請者は、不動産媒介業者等に、第１１条第１号エにより交付された申請書の写

しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条

件に入居可能な住宅を確保するものとする。 

イ 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後、申請者が持参した入

居予定住宅に関する状況通知書（第１号様式の２）に必要事項を記載し、申請者に交

付するものとする。 

  ウ 申請者は、不動産媒介業者等から交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書

（第１号様式の２）を市長に提出しなければならない。 

エ 市長は、不動産媒介業者関係団体等を通じて制度の周知及び協力依頼を行うとと

もに、申請者に対し、不動産媒介業者名簿等の情報提供を行うものとする。 

⑷ 支給申請の審査 

ア 市長は、申請者から提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支

給申請の審査を行う。 

イ 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断した申請者に対し、生活困窮

者住居確保給付金支給対象者証明書（第６号様式。以下「証明書」という。）を交付

するとともに、住居確保報告書（第７号様式。以下「報告書」という。）を配付する。 

  ウ 市長は、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断した申請者に

対し、生活困窮者住居確保給付金不支給通知書（第８号様式。以下「不支給通知書」

という。）により通知する。 

エ 市長は、収入要件又は資産要件の審査において、必要に応じ法第１６条に基づき

生活困窮者自立支援法第１６条の規定に基づく報告等について（第９号様式）によ

り、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会

社その他機関若しくは生活困窮者の雇用主に対し報告を求めることができる。 

⑸ 住宅の賃貸借契約の締結 

   申請者は、入居予定住宅に関する状況通知書（第１号様式の２）の交付を受けた不

動産媒介業者等に対し、前号イで市長から交付された証明書を提示し、予定していた

住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結しなければならない。 

⑹ 支給決定等 

  ア 申請者は、住宅入居日から７日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び

新住所における住民票の写しを添えて、報告書を市長に提出しなければならない。 

  イ 市長は、報告書の提出を受けた後、支給決定を行い、生活困窮者住居確保給付金



支給決定通知書（第１０号様式。以下「決定通知書」という。）により申請者に通知

するとともに、常用就職届（第１１号様式）を配付する。 

  ウ 支援員は、必要に応じ、申請者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとす

る。 

（住宅喪失のおそれのある者の支給手続等） 

第１２条 住宅喪失のおそれのある者の場合における住居確保給付金の支給手続は、次に

掲げるとおりとする。 

 ⑴ 支給申請の受付 

  ア 申請者は、申請書に、次に掲げる証拠書類等を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

(ア) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民

票又は戸籍謄本（抄本）のうちいずれかの写し 

(イ) ２年以内に離職等をしたことが確認できる書類の写し 

(ウ) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入

が確認できる書類の写し 

(エ) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し 

イ 市長は、申請者に対して、住居確保給付金申請時確認書（第２号様式）の内容につ

いて説明し、申請者はこれに誓約及び同意した場合には、記名しなければならない。 

ウ 市長は、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者からの申

請を除き、申請を受け付けるものとする。ただし、証拠書類等が整っていない場合

には、申請者に必要書類の追加提出を指示するものとする。 

  エ 市長は、申請者から提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交

付するとともに、次に掲げる書類を配布する。 

（ア） 入居住宅に関する状況通知書（第１号様式の３） 

（イ） 職業相談確認票（第３号様式） 

（ウ） 求職申込み・雇用施策利用状況確認票（第４号様式） 

（エ） 住居確保給付金 常用就職活動状況報告書（第５号様式） 

 ⑵ 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による貸付等利用状況の確認 

  ア 市長は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、求職申込

みを行うよう指示するものとする。 

イ 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し及び確認票を市長

に提出しなければならない。 

⑶ 入居住宅の貸主等との調整 

  ア 申請者は、入居住宅の貸主又は入居住宅の貸主から委託を受けた事業者に対し、

第１１条１号エで交付された申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住

宅に関する状況通知書の交付を受けるものとする。 

  イ 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添えて、アで交付を受けた入居

住宅に関する状況通知書を市長に提出しなければならない。 

⑷ 支給申請の審査 

  ア 市長は、申請者から提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支



給申請の審査を行う。 

  イ 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断した申請者に対し、証明書を

交付する。 

  ウ 市長は、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断した申請者に

対しては、不支給通知書により、申請者に通知する。 

エ 市長は、収入要件又は資産要件の審査において、必要に応じて法第１６条に基づ

き、生活困窮者自立支援法第１６条の規定に基づく報告等について（第９号様式）

により、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信

託会社その他機関若しくは生活困窮者の雇用主に対し報告を求めることができる。 

⑸ 支給決定等 

  ア 市長は、支給決定を行い、決定通知書により申請者に通知するとともに、常用就

職届を配付する。 

  イ 支援員は、必要に応じ、申請者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとす

る。 

 （支給額の変更） 

第１３条 住居確保給付金の受給期間中の支給額の変更は、原則として行わないものとす

る。ただし、次に掲げる場合において、受給者から変更申請があったときに限り、市長

は、支給額の変更を行うことができる。 

⑴ 住居確保給付金の支給対象となる住宅の家賃額が変更になった場合 

⑵ 第６条第１項ただし書の規定により住居確保給付金の一部支給が行われている場

合において、住居確保給付金の受給期間中に収入が減少した結果、月の収入が、収入

基準額と家賃額を合計した額から世帯収入額を減じて得た額（住宅扶助基準に基づく

額を超える場合は当該額）以下に至った場合 

⑶ 受給者の責めによらず転居をせざるをえない場合 

２ 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うものとし、支給額の変更を

希望する受給者は、生活困窮者住居確保給付金支給変更申請書（第１２号様式）を市長

に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更の適否を決定

した上で、生活困窮者住居確保給付金支給変更決定通知書（第１３号様式）を支給額の

変更を希望する受給者に交付し、支給額を変更するものとする。 

 （支給の停止） 

第１４条 受給者が住居確保給付金の受給期間中に、職業訓練受講給付金を受給すること

となった場合には、市長は、住居確保給付金の支給を停止し、職業訓練受講給付金の受

給が終了した後、受給者から希望があった場合には、住居確保給付金の支給を再開する。

この場合において、支給期間は、通算して第７条の規定を準用する。 

２ 職業訓練受講給付金を受給することが決定した受給者は、生活困窮者住居確保給付金

支給停止届（第１４号様式。以下「支給停止届」という。）を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の支給停止届を受理したときは、住居確保給付金の支給を停止し、生活

困窮者住居確保給付金支給停止通知書（第１５号様式。以下「停止通知書」という。）



により、受給者に通知するものとする。 

４ 職業訓練受講給付金の受給の終了に伴い、住居確保給付金の支給の再開を希望する受

給者は、訓練修了までに生活困窮者住居確保給付金支給再開届（第１６号様式。以下「支

給再開届」という。）を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の支給再開届を受理したときは、住居確保給付金の支給を再開し、生活

困窮者住居確保給付金支給再開通知書（第１７号様式）により、住居確保給付金の支給

の再開を希望する受給者に通知する。 

（常用就職の報告） 

第１５条 受給者は、住居確保給付金の支給決定後、常用就職をした場合には、常用就職

届を市長に提出しなければならない。 

（支給の中止） 

第１６条 市長は、住居確保給付金の支給決定後、受給者で第５条第２項による就職活動

を怠る者については、原則として就職活動を怠った月の翌月の家賃相当分から住居確保

給付金の支給を中止するものとする。 

２ 受給者が、日常・社会生活支援を利用することを求められたにもかかわらず正当な理

由なく利用開始を拒む場合又は支援を利用している者が正当な理由なく当該支援の利

用継続を拒む場合は、市長は、原則として当該事実があった月の翌月の家賃相当分から

住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

３ 受給者の能力、適性、就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事

業の候補者として市長が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む

場合又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則とし

て市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を中止

するものとする。 

４ 公共職業安定所において、求職者支援法による制度（求職者支援制度）の職業訓練の

受講申込が可能とされた受給者に対して、市長が同制度の利用を指示したにもかかわら

ず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として市長が当該事実を確

認した月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

５ 受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、市長は、住居確保

給付金の支給を中止することができる。 

６ 受給者が常用就職（支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。）し、

就労に伴い得られた収入が中止基準額（収入基準額に家賃額を加えた額をいう。以下同

じ。）を超える場合、市長は、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家

賃相当分から住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

７ 住居確保給付金の支給決定後、受給者が住宅の貸主の責めによらず住宅を退去した場

合、市長は、原則として受給者が当該住宅を退去した日の属する月の翌月の家賃相当分

から住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

８ 住居確保給付金の支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかに

なった受給者については、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

９ 住居確保給付金の支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合、市長は直ち

に住居確保給付金の支給を中止するものとする。 



１０ 住居確保給付金の支給決定後、受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴

力団員と判明した場合、市長は、直ちに住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

１１ 受給者が生活保護費を受給した場合は、市長は住居確保給付金の支給を中止するも

のとする。 

１２ 市長は、前各号の規定により住居確保給付金の支給を中止した場合には、受給者に

対し、生活困窮者住居確保給付金支給中止通知書（第１８号様式）により、その旨を通

知する。 

１３ 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合は、市

長は、住居確保給付金の支給を中止するものとする。 

 （住居確保給付金の再支給） 

第１７条 市長は、住居確保給付金の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇（本人

の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。）されたことにより、第５条第１項各

号に規定する支給対象者の要件に該当するようになった者（従前の住居確保給付金の受

給中に前条第１項から第５項まで及び第８項から第１０項までの規定により支給が中

止された者並びに前条第７項の規定により支給が中止された者のうち正当な理由なく

住宅から退居したものを除く。）に対し、第６条から第８条までに規定する支給額、支

給期間等により、住居確保給付金を再支給することができる。 

２ 第６条、第７条、第８条、第１１条及び第１２条の規定は、再支給の支給額、支給期

間、支給手続等について準用する。 

（不適正受給者への対応） 

第１８条 住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが判明

した場合は、受給者は既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負う

ものとする。 

（支給期間を延長等する場合の取扱い） 

第１９条 市長は、第７条の規定により住居確保給付金の支給期間を延長し、又は再延長

する場合は、住居確保給付金の支給期間の最終の月（以下「最終の月」という。）の末

日（第１６条の規定により支給を中止される場合を除く。）までに、受給者に生活困窮

者住居確保給付金支給申請書（期間（再）延長用）（第１９号様式）を提出させるもの

とする。 

２ 市長は、前項の受給者が第５条第２項に規定する就職活動を誠実に行っているかを勘

案の上、支給期間の延長又は再延長の要件を満たすと認めたときは、当該受給者に生活

困窮者住居確保給付金支給決定通知書（期間（再）延長用）（第２０号様式）を交付す

る。ただし、最終の月が年度の最終月に当たる場合は、翌年度の最初の月の最初の日に

申請させ、延長又は再延長の判断を行うものとする。 

３ 住居確保給付金の支給を延長し、又は再延長する期間が２年度にまたがる場合におい

ては、前項の手続を準用し、市長は、それぞれ各年度分の支給決定を行うものとする。 

 （暴力団員と関係を有する不動産媒介業者等の排除） 

第２０条 市長は、不動産媒介業者等が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）と関係を有するものであることが確認

された場合は、第１１条第３号ウ及び第１２条第３号イの規定にかかわらず、当該不動



産媒介業者等に対し、書面で通知した上で、当該不動産媒介業者等が発行する入居（予

定）住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有す

る不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者

（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者

等 

⑵ 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに

暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等 

⑶ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不

動産媒介業者等 

⑷ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等 

⑸ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等 

⑹ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）の威力又は暴力団員等を利用するなどしている

不動産媒介業者等 

⑺ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している不動産媒介業者等 

⑻ 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有している不動産媒介業者等 

⑼ 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りな

がら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等 

 （不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有していた場合の取扱い） 

第２１条 住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有す

る不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる住

居確保給付金の振込を中止する。 

（委任） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （職業訓練受講給付金との併給に関する特例） 

２ 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う経済情勢の変化に鑑み、生活困窮者自立支

援法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１０２号）の施行の日か

ら令和４年９月３０日までの間に住居確保給付金の支給の申請をした者については、当

該申請に係る支給期間中においては、第１４条の規定は適用しない。 

 （再支給に関する特例） 

３ 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う経済情勢の変化に鑑み、市長は、既に住居

確保給付金の支給を受けた者であって、その支給終了後、令和３年２月１日から令和４

年９月３０日までの間に住居確保給付金の支給申請をしたものが、第５条第１項各号の



規定を全て満たす場合、第１７条第１項の規定にかかわらず、住居確保給付金を再支給

することができる。 

４ 第６条、第７条、第８条、第１１条及び第１２条の規定は、前項の再支給の支給額、

支給期間、支給手続等について準用する。ただし、第７条ただし書の規定は、適用しな

い。 

 （求職活動等要件に関する特例） 

５ 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第５条

第２項第２号中「毎月２回以上」とあるのは「毎月１回以上」と、同項第３号中「週１

回以上」とあるのは「毎月１回以上」と読み替えるものとする。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 


